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全体設計ミーティング用 （         ）邸 支払い計画

支払いやり取り
できない期間

全体設計１年度目 全体設計２年度目

名 前：

連絡先：

契約金・着手金・中間金・引き渡し金等の支払い月にチェックして、総額に対するおおまかな支払い割合を記入

相談者

支払い金額の総額割合（％）分の工事を行う必要があります。


